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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を形成する枠の枠本体と、前記開口部に配置されたパネル体と、前記パネル体に
対して前記枠の見込み方向の一方側に配置されて前記パネル体を前記枠本体に保持する押
縁と、保持部材と、を備えた建具であって、
　前記枠本体は、前記パネル体よりも前記開口部の外方側で前記枠の見込み方向の一方側
に張り出す張出部を有し、
　前記保持部材は、前記張出部に取り付けられる取付部と、前記枠の見込み方向の一方側
からみたときに前記パネル体に重なるラップ部と、を有し、
　前記張出部と前記取付部は、建物の開口縁部に設けられる縁部材に対して前記枠の見込
み方向の他方側に配置され、
　前記枠は、前記張出部に装着されて、前記押縁が取り付けられる装着部材を有し、
　前記保持部材の取付部は、前記装着部材に形成された貫通部に配置されて、前記張出部
に取り付けられる建具。
【請求項２】
　請求項１に記載された建具において、
　前記保持部材の取付部は、前記押縁に対して前記張出部側に配置され、
　前記保持部材のラップ部は、前記押縁に対して前記パネル体側に配置される建具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された建具において、
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　前記保持部材は、補強リブを有する建具。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載された建具において、
　前記枠は、縦枠であり、
　前記保持部材は、前記枠本体の上端部と上下方向の中央部の間に設けられた建具。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれかに記載された建具において、
　前記枠は、縦枠であり、
　前記保持部材は、前記枠本体の上下方向の中央部に設けられた建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パネル体を枠本体に保持する押縁を備えた建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の開口部に設置される建具では、パネル体を保持する枠として、枠本体と押縁を有
する枠が用いられている。パネル体は、枠により形成される開口部に配置されて、押縁に
より枠本体に保持される。ところが、火災に伴う溶融、軟化、変形等により、合成樹脂製
の押縁が枠本体から外れたときには、パネル体が枠本体から外れる虞がある。そこで、従
来、押縁とは別に、ガラス受けとガラス押えの２つの部品により構成される保持部材によ
り、ガラスを枠に保持する建具が知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載された従来の建具では、保持部材が２つの構成部品か
らなり、保持部材のコストが高くなる虞がある。また、ガラスを枠の開口部に配置した状
態では、ガラス受けを枠に取り付けることができない。これに対し、ガラス受けとガラス
押えを枠に取り付けた状態では、ガラスがガラス押えに当たるため、ガラスを枠の開口部
に配置できない。そのため、ガラス受けのみを予め枠に取り付ける必要がある。その状態
で、ガラスが枠の開口部に配置されて、ガラス押えがガラス受けに取り付けられる。この
ように、従来の建具では、保持部材の取り付けに手間がかかり、取り付けの作業効率を向
上させるのが難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５８６８１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前記従来の問題に鑑みなされたもので、その目的は、パネル体を枠本体に保
持する保持部材の構成部品を減らして、保持部材を枠本体に簡単に取り付けることである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、開口部を形成する枠の枠本体と、前記開口部に配置されたパネル体と、前記
パネル体に対して前記枠の見込み方向の一方側に配置されて前記パネル体を前記枠本体に
保持する押縁と、保持部材と、を備えた建具である。前記枠本体は、前記パネル体よりも
前記開口部の外方側で前記枠の見込み方向の一方側に張り出す張出部を有する。前記保持
部材は、前記張出部に取り付けられる取付部と、前記枠の見込み方向の一方側からみたと
きに前記パネル体に重なるラップ部と、を有する。前記張出部と前記取付部は、建物の開
口縁部に設けられる縁部材に対して前記枠の見込み方向の他方側に配置される。前記枠は
、前記張出部に装着されて、前記押縁が取り付けられる装着部材を有する。前記保持部材
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の取付部は、前記装着部材に形成された貫通部に配置されて、前記張出部に取り付けられ
る。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、パネル体を枠本体に保持する保持部材の構成部品を減らして、保持部
材を枠本体に簡単に取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態の建具の正面図である。
【図２】本実施形態の建具の断面図である。
【図３】本実施形態の建具の断面図である。
【図４】本実施形態の縦枠の断面図である。
【図５】本実施形態の縦枠と保持部材の斜視図である。
【図６】保持部材の他の例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本実施形態の建具の一実施形態について、図面を参照して説明する。
　以下では、固定窓を例にとり、本実施形態の建具について説明する。
【００１０】
　図１は、本実施形態の建具１（固定窓）の正面図であり、室内側からみた建具１を模式
的に示している。図２、図３は、本実施形態の建具１の断面図であり、建具１の概略構成
を示している。図２は、建具１を水平方向（図１の左右方向）に切断した横断面図であり
、図３は、建具１を垂直方向（図１の上下方向）に切断した縦断面図である。
【００１１】
　図示のように、建具１は、建物の開口部に設置されて、建物の室内と室外の間に配置さ
れる。また、建具１は、パネル体２と、パネル体２を囲む枠体３と、枠体３に設けられた
複数の加熱発泡材（第１～第６加熱発泡材８１～８６）を備えている。パネル体２は、方
形状の固定体であり、枠体３の開口部３Ａに配置されて、枠体３の開口部３Ａを閉鎖する
。また、パネル体２は、複数枚のガラス板２Ａを有する複層ガラスであり、枠体３の内側
に嵌め込まれて、枠体３に固定される。第１～第６加熱発泡材８１～８６は、帯状の熱膨
張耐火材であり、加熱されたときに発泡して膨張する。
【００１２】
　枠体３は、建物の開口部に設置される方形状の開口枠（窓枠）であり、複数のネジ４に
より、建物の開口部を囲む縁部（開口縁部）に取り付けられる。また、枠体３は、枠組み
された４つの枠５～７（上枠５、下枠６、一対の縦枠７）を有し、枠５～７により、方形
状の開口部３Ａを形成する。上枠５と下枠６は、左右方向に延び、一対の縦枠７は、上下
方向に延びる。枠５～７は、枠体３を構成する長尺な枠材であり、方形状に組み合わされ
て、それぞれパネル体２の縁部（上縁部、下縁部、一対の縦縁部）に沿って配置される。
パネル体２の縁部が枠５～７により保持されて、パネル体２が枠体３の開口部３Ａに保持
される。
【００１３】
　建具１の方向に関し、各枠５～７の見込み方向は、室内外方向であり、各枠５～７の見
付け方向は、各枠５～７の長手方向と見込み方向に直交する方向である。建具１を室内側
（又は、室外側）からみたときに、上下方向に長尺な縦枠７では、左右方向が見付け方向
であり、左右方向に長尺な上枠５と下枠６では、上下方向が見付け方向である。また、開
口部３Ａの内方側は、各枠５～７の見付け方向における開口部３Ａの内部側（内方側）で
あり、開口部３Ａの外方側は、各枠５～７の見付け方向における開口部３Ａの外部側（外
方側）である。
【００１４】
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　枠５～７は、それぞれ、枠本体５Ａ～７Ａと、枠本体５Ａ～７Ａに装着される装着部材
１０、２０、３０を有する。枠本体５Ａ～７Ａは、枠５～７のベース部材であり、建物の
開口縁部に設置される。装着部材１０、２０、３０は、カバー部材であり、枠本体５Ａ～
７Ａに対して室内側に突出する突板部１１、２１、３１を有する。装着部材１０、２０、
３０は、枠本体５Ａ～７Ａのパネル体２よりも室内側の部分を覆うとともに、突板部１１
、２１、３１により、建物の開口縁部に設けられた額縁の表面を覆う。
【００１５】
　上枠５と縦枠７は、パネル体２に沿って配置される押縁４０、５０を有する。押縁４０
、５０は、それぞれ装着部材１０、３０に取り付けられて、開口部３Ａの内方側に突出す
る。また、押縁４０、５０は、それぞれパネル体２に対して室内側に配置されて、パネル
体２を枠本体５Ａ、７Ａに保持する。これに対し、下枠６では、装着部材２０が、パネル
体２に対して室内側に配置されて、パネル体２を枠本体６Ａに保持する。
【００１６】
　枠本体５Ａ～７Ａは、金属製の枠部材（金属枠部）であり、装着部材１０、２０、３０
と押縁４０、５０は、合成樹脂製の枠部材（樹脂枠部）である。従って、枠５～７は、金
属と樹脂からなる複合枠であり、枠体３は、金属と樹脂からなる複合枠体（複合サッシ）
である。
【００１７】
　枠本体５Ａ～７Ａは、金属（例えば、アルミニウム合金）の押出成形により成形され、
装着部材１０、２０、３０と押縁４０、５０は、合成樹脂の押出成形により成形される。
枠本体５Ａ～７Ａは、方形状に組み合わされて、パネル体２が配置される開口部３Ａを形
成する。装着部材１０、２０、３０と押縁４０、５０は、パネル体２の室内側に配置され
るとともに、それぞれ枠５～７の長手方向に沿って配置される。
【００１８】
　上枠５の枠本体５Ａ（上枠本体）は、板状の見込み部５Ｂと、開口部３Ａの内方側に立
上がる立上がり部５Ｃと、板状の張出部５Ｄと、２つの被係合部５Ｅを有する。見込み部
５Ｂは、上枠５の見込み方向に沿って形成され、パネル体２に対して開口部３Ａの外方側
に配置される。立上がり部５Ｃは、見込み部５Ｂから突出する突出部であり、パネル体２
に対して室外側に配置される。また、立上がり部５Ｃは、パネル体２を保持する枠本体５
Ａの保持部であり、パネル体２の上縁部に沿って配置される。ＡＴ材（エアタイト材）８
が、立上がり部５Ｃに取り付けられて、パネル体２の室外側の面に接触する。
【００１９】
　張出部５Ｄは、上枠５の見込み方向に沿って形成されて、見込み部５Ｂに対して室内側
に張り出す。２つの被係合部５Ｅは、張出部５Ｄの室内側と室外側に形成される。上枠５
の装着部材１０（上装着部材）は、２つの被係合部５Ｅに係合して、張出部５Ｄに装着さ
れる。また、装着部材１０は、開口部３Ａの内方側に向かって開放された凹状の溝部１２
と、溝部１２内に形成された２つの被係合部１３を有する。
【００２０】
　上枠５の押縁４０（上押縁）は、突出部である２つの係合部４１を有し、中空状に形成
されている。押縁４０の２つの係合部４１は、装着部材１０の溝部１２内に挿入されて、
それぞれ被係合部１３に係合する。これにより、押縁４０が装着部材１０に取り付けられ
る。押縁４０は、パネル体２に対して室内側に配置されて、パネル体２の上縁部に沿って
配置される。ＡＴ材８が、押縁４０に取り付けられて、パネル体２の室内側の面に接触す
る。パネル体２の上縁部は、枠本体５Ａの立上がり部５Ｃと押縁４０の間に配置されて、
立上がり部５Ｃと押縁４０に保持される。
【００２１】
　第１加熱発泡材８１と第２加熱発泡材８２は、上枠５に設けられて、上枠５の長手方向
に沿って配置される。また、第１加熱発泡材８１と第２加熱発泡材８２は、上枠５の枠本
体５Ａに取り付けられて、パネル体２の上縁部と上枠５の間の空間に配置される。第１加
熱発泡材８１は、枠本体５Ａの見込み部５Ｂに設けられる。第１加熱発泡材８１は、パネ
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ル体２に対して開口部３Ａの外方側に配置されて、パネル体２と対向する。第２加熱発泡
材８２は、枠本体５Ａの立上がり部５Ｃに設けられて、パネル体２に対して室外側に配置
される。
【００２２】
　下枠６の枠本体６Ａ（下枠本体）は、板状の見込み部６Ｂと、開口部３Ａの内方側に立
上がる立上がり部６Ｃと、板状の張出部６Ｄと、２つの被係合部６Ｅを有する。見込み部
６Ｂは、下枠６の見込み方向に沿って形成され、パネル体２に対して開口部３Ａの外方側
に配置される。立上がり部６Ｃは、見込み部６Ｂから突出する突出部であり、パネル体２
に対して室外側に配置される。また、立上がり部６Ｃは、パネル体２を保持する枠本体６
Ａの保持部であり、パネル体２の下縁部に沿って配置される。ＡＴ材８が、立上がり部６
Ｃに取り付けられて、パネル体２の室外側の面に接触する。
【００２３】
　張出部６Ｄは、下枠６の見込み方向に沿って形成されて、見込み部６Ｂに対して室内側
に張り出す。２つの被係合部６Ｅは、張出部６Ｄの室内側と室外側に形成される。下枠６
の装着部材２０（下装着部材）は、突出部である２つの係合部２２を有し、２つの係合部
２２は、それぞれ被係合部６Ｅに係合する。これにより、装着部材２０が枠本体６Ａに取
り付けられる。装着部材２０は、パネル体２に対して室内側に配置されて、パネル体２の
下縁部に沿って配置される。ＡＴ材８が、装着部材２０に取り付けられて、パネル体２の
室内側の面に接触する。パネル体２の下縁部は、枠本体６Ａの立上がり部６Ｃと装着部材
２０の間に配置されて、立上がり部６Ｃと装着部材２０に保持される。
【００２４】
　第３加熱発泡材８３と第４加熱発泡材８４は、下枠６に設けられて、下枠６の長手方向
に沿って配置される。また、第３加熱発泡材８３と第４加熱発泡材８４は、下枠６の枠本
体６Ａに取り付けられて、パネル体２の下縁部と下枠６の間の空間に配置される。第３加
熱発泡材８３は、枠本体６Ａの見込み部６Ｂに設けられる。第３加熱発泡材８３は、パネ
ル体２に対して開口部３Ａの外方側に配置されて、パネル体２と対向する。第４加熱発泡
材８４は、枠本体６Ａの立上がり部６Ｃに設けられて、パネル体２に対して室外側に配置
される。
【００２５】
　縦枠７の枠本体７Ａ（縦枠本体）は、板状の見込み部７Ｂと、開口部３Ａの内方側に立
上がる立上がり部７Ｃと、板状の張出部７Ｄと、２つの被係合部７Ｅを有する。見込み部
７Ｂは、縦枠７の見込み方向に沿って形成され、パネル体２に対して開口部３Ａの外方側
に配置される。立上がり部７Ｃは、見込み部７Ｂから突出する突出部であり、パネル体２
に対して室外側に配置される。また、立上がり部７Ｃは、パネル体２を保持する枠本体７
Ａの保持部であり、パネル体２の縦縁部に沿って配置される。ＡＴ材８が、立上がり部７
Ｃに取り付けられて、パネル体２の室外側の面に接触する。
【００２６】
　張出部７Ｄは、縦枠７の見込み方向に沿って形成されて、見込み部７Ｂに対して室内側
に張り出す。２つの被係合部７Ｅは、張出部７Ｄの室内側と室外側に形成される。縦枠７
の装着部材３０（縦装着部材）は、２つの被係合部７Ｅに係合して、張出部７Ｄに装着さ
れる。また、装着部材３０は、開口部３Ａの内方側に向かって開放された凹状の溝部３２
と、溝部３２内に形成された２つの被係合部３３を有する。
【００２７】
　縦枠７の押縁５０（縦押縁）は、突出部である２つの係合部５１を有し、中空状に形成
されている。押縁５０の２つの係合部５１は、装着部材３０の溝部３２内に挿入されて、
それぞれ被係合部３３に係合する。これにより、押縁５０が装着部材３０に取り付けられ
る。押縁５０は、パネル体２に対して室内側に配置されて、パネル体２の縦縁部に沿って
配置される。ＡＴ材８が、押縁５０に取り付けられて、パネル体２の室内側の面に接触す
る。パネル体２の縦縁部は、枠本体７Ａの立上がり部７Ｃと押縁５０の間に配置されて、
立上がり部７Ｃと押縁５０に保持される。
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【００２８】
　第５加熱発泡材８５と第６加熱発泡材８６は、縦枠７に設けられて、縦枠７の長手方向
に沿って配置される。また、第５加熱発泡材８５と第６加熱発泡材８６は、縦枠７の枠本
体７Ａに取り付けられて、パネル体２の縦縁部と縦枠７の間の空間に配置される。第５加
熱発泡材８５は、枠本体７Ａの見込み部７Ｂに設けられる。第５加熱発泡材８５は、パネ
ル体２に対して開口部３Ａの外方側に配置されて、パネル体２と対向する。第６加熱発泡
材８６は、枠本体７Ａの立上がり部７Ｃに設けられて、パネル体２に対して室外側に配置
される。
【００２９】
　図４は、本実施形態の縦枠７の断面図であり、図２の一部（一方の縦枠７を含む部分）
を拡大して示している。また、図４は、建物の開口縁部９と額縁９Ａの断面を鎖線で示し
ている。
　図示のように、建具１は、枠本体７Ａと、パネル体２と、パネル体２を枠本体７Ａに保
持する押縁５０と、枠本体７Ａに取り付けられた保持部材６０を備えている。押縁５０は
、パネル体２に対して縦枠７の見込み方向の一方側に配置される。ここでは、見込み方向
の一方側は、室内側であり、見込み方向の他方側は、室外側である。枠本体７Ａの立上が
り部７Ｃは、パネル体２に対して縦枠７の見込み方向の他方側（室外側）に配置される。
【００３０】
　枠本体７Ａの張出部７Ｄは、パネル体２よりも開放部３Ａの外方側で、パネル体２に対
して縦枠７の見込み方向の一方側（室内側）に張り出す。張出部７Ｄは、パネル体２より
も室内側に位置する枠本体７Ａの室内側部であり、パネル体２、押縁５０、及び、装着部
材３０よりも開口部３Ａの外方側に設けられる。また、張出部７Ｄは、枠本体７Ａの見込
み部７Ｂと建物の額縁９Ａの間に配置される。額縁９Ａは、建物の開口縁部９に設けられ
る建物の縁部材であり、枠本体７Ａ及び張出部７Ｄの室内側に設けられる。
【００３１】
　装着部材３０が張出部７Ｄに装着された状態で、装着部材３０の突板部３１は、額縁９
Ａに装着されて、ネジ４により額縁９Ａに取り付けられる。装着部材３０は、突板部３１
により、額縁９Ａのパネル体２側の部分を覆う。押縁５０は、装着部材３０により張出部
７Ｄに連結され、突板部３１及び額縁９Ａに対して開口部３Ａの内方側に突出する。保持
部材６０は、金属（例えば、スチール、アルミニウム合金、ステンレス鋼）製の保持金具
であり、押縁５０がない状態で、パネル体２を枠本体７Ａに保持可能になっている。保持
部材６０が張出部７Ｄに取り付けられて、保持部材６０の全体がパネル体２よりも室内側
に配置される。
【００３２】
　図５は、本実施形態の縦枠７と保持部材６０の斜視図であり、押縁５０のない状態で、
保持部材６０の取付位置を含む縦枠７の長手方向の一部を示している。
　図４、図５に示すように、装着部材３０は、板状のカバー部３４と、保持部材６０の取
付位置に形成された矩形状の貫通部３５を有する。カバー部３４は、溝部３２の底部であ
り、枠本体７Ａの張出部７Ｄを覆う。貫通部３５は、装着部材３０の一部に形成されて、
装着部材３０を貫通する。貫通部３５では、パネル体２側の被係合部３３とカバー部３４
が装着部材３０から切り取られる。
【００３３】
　保持部材６０は、取付部６１、突出部６２、及び、ラップ部６３を有し、縦枠７の長手
方向からみてＬ字状に形成されている。保持部材６０の取付部６１は、板状の基部であり
、パネル体２よりも室内側に配置される。取付部６１は、装着部材３０に形成された貫通
部３５に配置されて、枠本体７Ａの張出部７Ｄ（取付位置）に配置される。貫通部３５内
で、取付部６１は、ビス７０により、張出部７Ｄに取り付けられる。ビス７０は、取付部
６１に形成された貫通孔６４に挿入されて、張出部７Ｄに形成されたネジ孔に固定される
。張出部７Ｄと取付部６１は、額縁９Ａの室外側に配置されて、縦枠７を室内側からみた
ときに、額縁９Ａにより遮蔽される。
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【００３４】
　保持部材６０の突出部６２は、板状の突片であり、取付部６１の室外側の端部から開口
部３Ａの内方側に突出する。押縁５０は、取付部６１に対して開口部３Ａの内方側に配置
され、突出部６２に対して室内側に配置される。保持部材６０のラップ部６３は、突出部
６２の一部であり、パネル体２と対向する。ここでは、ラップ部６３は、突出部６２の先
端側の部分であり、パネル体２に隣接して配置される。ラップ部６３を縦枠７の見込み方
向の一方側（室内側）からみたときに、ラップ部６３は、パネル体２に重なり、パネル体
２の一部を覆う。
【００３５】
　保持部材６０のラップ部６３は、パネル体２を保持する保持部材６０の保持部であり、
パネル体２に対して室内側に配置される。パネル体２がラップ部６３に接触したときに、
保持部材６０は、ラップ部６３により、パネル体２の移動を阻止して、パネル体２を枠本
体７Ａに保持する。一対の縦枠７において、ラップ部６３は、パネル体２の縦縁部に沿っ
て配置されて、パネル体２の縦縁部を保持する。
【００３６】
　保持部材６０の取付部６１は、押縁５０に対して張出部７Ｄ側（開口部３Ａの外方側）
に配置されて、押縁５０と張出部７Ｄの間に設けられる。保持部材６０の突出部６２及び
ラップ部６３は、押縁５０に対してパネル体２側（室外側）に配置されて、押縁５０とパ
ネル体２の間に設けられる。保持部材６０は、押縁５０と装着部材３０により覆われて、
パネル体２の室内側で、押縁５０と装着部材３０により遮蔽される。
【００３７】
　保持部材６０の取付位置は、枠本体７Ａの少なくとも１箇所（１箇所、又は、複数箇所
）に設定され、保持部材６０は、枠本体７Ａの取付位置に取り付けられる。取付位置が枠
本体７Ａの長手方向の複数箇所に設定されるときには、複数の保持部材６０が、枠本体７
Ａの長手方向に間隔を開けて、枠本体７Ａの長手方向の複数箇所に設けられる。また、縦
枠７（図１参照）のそれぞれにおいて、保持部材６０は、少なくとも、枠本体７Ａの上端
部７Ｆと枠本体７Ａの上下方向の中央部７Ｇの間に設けられる。ここでは、保持部材６０
は、枠本体７Ａの中央部７Ｇに設けられて、中央部７Ｇでパネル体２を保持する。
【００３８】
　パネル体２が開口部３Ａに配置された状態で、保持部材６０の取り付けと押縁５０の取
り付けを順に行う。装着部材３０は、予め枠本体７Ａの張出部７Ｄに装着される。押縁５
０を装着部材３０に取り付ける前に、保持部材６０の取付部６１を張出部７Ｄに取り付け
る。次に、押縁５０を装着部材３０に取り付けて、パネル体２を押縁５０により枠本体７
Ａに保持する。保持部材６０のラップ部６３は、パネル体２に接触せず、パネル体２の室
内側の面と対向する。ラップ部６３とパネル体２の間には隙間が形成される。
【００３９】
　火災時には、熱による反りがパネル体２に発生する。また、パネル体２が反ることで、
保持部材６０のラップ部６３にパネル体２が接触することがある。この場合に、保持部材
６０は、ラップ部６３により、パネル体２を枠本体７Ａに保持する。パネル体２は、枠本
体７Ａの立上がり部７Ｃとラップ部６３の間に保持される。これにより、パネル体２が枠
本体７Ａ及び枠体３から外れるのが防止される。
【００４０】
　第１～第６加熱発泡材８１～８６は、火災の熱により加熱されて、それぞれパネル体２
の縁部と枠５～７の間の空間で発泡して膨張する。第１～第６加熱発泡材８１～８６は、
パネル体２側に向かって膨張して、それぞれ枠本体５Ａ～７Ａとパネル体２の間の部分を
埋める。パネル体２の縁部と枠５～７の間の空間において、膨張した第１～第６加熱発泡
材８１～８６により、室内側から室外側まで貫通する貫通孔の発生が防止される。その結
果、火災に伴う発生物（火炎、煙、熱、ガス等）がパネル体２の縁部と枠５～７の間の空
間を通過するのが防止される。
【００４１】



(8) JP 6773576 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

　上枠５の押縁４０、縦枠７の押縁５０、及び、下枠６の装着部材２０が溶融したときで
も、膨張した第１～第６加熱発泡材８１～８６により、貫通孔の発生が防止される。また
、建具１の室外側で火災が発生したときには、立上がり部５Ｃ～７Ｃの室内側に設けられ
た第２加熱発泡材８２、第４加熱発泡材８４、及び、第６加熱発泡材８６により、断熱層
が形成される。第２加熱発泡材８２、第４加熱発泡材８４、及び、第６加熱発泡材８６は
、立上がり部５Ｃ～７Ｃの室内側において発泡し、立上がり部５Ｃ～７Ｃから室内側に向
かって膨張して、断熱層を形成する。このように、枠体３に第１～第６加熱発泡材８１～
８６を設けることで、建具１の防火性能が向上する。
【００４２】
　以上説明した建具１では、１つの構成部品からなる保持部材６０により、パネル体２を
枠本体７Ａに保持することができる。そのため、保持部材６０の構成部品の数を従来より
も減らして、建具１のコストを削減することができる。保持部材６０の全体を一体に形成
できるため、保持部材６０の強度を確保して、建具１の防火性能を向上させることもでき
る。また、パネル体２よりも室内側で、保持部材６０を枠本体７Ａに簡単に取り付けるこ
とができる。これにより、保持部材６０の取り付けの手間を省いて、取り付けの作業効率
を向上させることができる。
【００４３】
　保持部材６０を押縁５０により隠して、保持部材６０が視認されるのを抑制することが
できる。取付部６１を装着部材３０の貫通部３５に配置することで、取付部６１の張出部
７Ｄへの取り付けと、押縁５０の装着部材３０への取り付けを簡単に行うことができる。
張出部７Ｄと取付部６１を額縁９Ａの室外側に配置することで、火災時に、張出部７Ｄと
取付部６１を額縁９Ａにより保護でき、取付部６１が張出部７Ｄから外れるのを抑制する
ことができる。
【００４４】
　火災時に、枠本体７Ａの上端部７Ｆと中央部７Ｇの間の部分は、他の部分よりも、熱の
影響で反り易い。保持部材６０を枠本体７Ａの上端部７Ｆと中央部７Ｇの間に設けること
で、枠本体７Ａに反りが生じたときでも、パネル体２を枠本体７Ａに保持することができ
る。保持部材６０を枠本体７Ａの中央部７Ｇに設けるときには、枠本体７Ａの中央部７Ｇ
で、保持部材６０により、パネル体２を安定して支持することができる。
【００４５】
　図６は、保持部材６０の他の例を示す側面図であり、縦枠７の長手方向からみた保持部
材６０を示している。
　図示のように、ここでは、保持部材６０は、取付部６１と突出部６２の間に形成された
補強リブ６５を有する。補強リブ６５は、取付部６１と突出部６２から突出する凸状の補
強部であり、取付部６１から突出部６２まで形成されている。補強リブ６５により、保持
部材６０を補強して、保持部材６０の強度を高くすることができる。このように、取付部
６１、突出部６２、及び、ラップ部６３以外の部分を保持部材６０に設けてもよい。また
、保持部材６０をＬ字状以外の形状に形成してもよい。
【００４６】
　なお、パネル体２は、複層ガラスに限定されず、他のパネル状の固定体（ガラス板、固
定障子、腰パネル）であってもよい。また、複数の保持部材６０を枠本体７Ａの張出部７
Ｄに設けてもよく、１つの保持部材６０のみを枠本体７Ａの張出部７Ｄに設けてもよい。
保持部材６０の取付部６１を張出部７Ｄに取り付けた状態で、保持部材６０のラップ部６
３をパネル体２に接触させてもよい。
【００４７】
　枠本体７Ａの張出部７Ｄ、押縁５０、及び、保持部材６０をパネル体２に対して室外側
に設けるようにしてもよい。この場合には、縦枠７の見込み方向の一方側は室外側であり
、縦枠７の見込み方向の他方側は室内側である。保持部材６０が設けられる枠は、縦枠７
に限定されず、開口部３Ａを形成する他の枠（例えば、上枠５、下枠６、無目、方立）で
あってもよい。建具は、固定窓以外の建具であってもよい。
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【符号の説明】
【００４８】
　１・・・建具、２・・・パネル体、３・・・枠体、４・・・ネジ、５・・・上枠、５Ａ
・・・枠本体、６・・・下枠、６Ａ・・・枠本体、７・・・縦枠、７Ａ・・・枠本体、８
・・・ＡＴ材、９・・・開口縁部、１０・・・装着部材、１１・・・突板部、１２・・・
溝部、１３・・・被係合部、２０・・・装着部材、２１・・・突板部、２２・・・係合部
、３０・・・装着部材、３１・・・突板部、３２・・・溝部、３３・・・被係合部、３４
・・・カバー部、３５・・・貫通部、４０・・・押縁、４１・・・係合部、５０・・・押
縁、５１・・・係合部、６０・・・保持部材、６１・・・取付部、６２・・・突出部、６
３・・・ラップ部、６４・・・貫通孔、６５・・・補強リブ、７０・・・ビス、８１・・
・第１加熱発泡材、８２・・・第２加熱発泡材、８３・・・第３加熱発泡材、８４・・・
第４加熱発泡材、８５・・・第５加熱発泡材、８６・・・第６加熱発泡材。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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